
 

令和２年７月２５日 

 

新潟県看護研修センター使用規程の改正について 

 

１ 改正理由 

  会館貸付料には消費税が課税されているが、別表の新潟県看護研修センタ

ー使用料には消費税相当額が積算されていないので、消費税相当額として 10

パーセント引き上げます。 

 

２ 改正内容 

 

【改正前】 

別表 

新潟県看護研修センター使用料－会員使用料－                                

（ ）数字は部外者使用 

室 名      

（人） 
9:00～12:00 13:00～16:00 全   日 備考 

大研修室   

(195～230) 

７，５００円 

(平日 20,000) 

(土日祝25,000) 

７，５００円 

(平日 20,000) 

(土日祝25,000) 

１５，０００円 

(平日 40,000) 

(土日祝50,000) 

 

284.22㎡ 

 

中研修室     

(66～96) 

２，５００円 

(平日  3,500) 

(土日祝 4,000) 

２，５００円 

(平日  3,500) 

(土日祝 4,000) 

５，０００円 

(平日 7,000) 

(土日祝8,000) 

115.60㎡ 

 

会議室１   

（15人） 
1,400円(4,200) 1,400円(4,200) ２，８００円(8,400) 43.59㎡ 

会議室２  

（9畳８人） 
５００円(1,500) ５００円(1,500) １，０００円(3,000) 14.95㎡ 

２Ｆ 講師室

（10人） 
５００円(1,500) ５００円(1,500) １，０００円(3,000) 16.46㎡ 

３Ｆ 会議室

（15人） 
1,400円(4,200) 1,400円(4,200) ２，８００円(8,400) 43.59㎡ 

☆ 中研修室を区分して利用する場合の使用料は、上記金額の５０％とし、１００円

単位での四捨五入金額とする。 

 



 

 

【改正後】 

 

別表 

新潟県看護研修センター使用料－会員使用料－                                

（ ）数字は部外者使用 

室 名      

（人） 
9:00～12:00 13:00～16:00 全   日 備考 

大研修室   

(195人～230人) 

８，２５０円 

(平日  22,000) 

(土日祝 27,500) 

８，２５０円 

(平日  22,000) 

(土日祝 27,500) 

１６，５００円 

(平日  44,000) 

(土日祝 55,000) 

 

284.22㎡ 

 

中研修室     

(66人～96人) 

２，７５０円 

(平日  3,850) 

(土日祝 4,400) 

２，７５０円 

(平日 3,850) 

(土日祝 4,400) 

５，５００円 

(平日 7,700) 

(土日祝 8,800) 

115.60㎡ 

 

会議室１   

（15人） 
1,540円(4,620) 1,540円(4,620) ３，０８０円(9,240) 43.59㎡ 

会議室２  

（８人） 
５５０円(1,650) ５５０円(1,650) １，１００円(3,300) 14.95㎡ 

２Ｆ 講師室

（８人） 
５５０円(1,650) ５５０円(1,650) １，１００円(3,300) 16.46㎡ 

３Ｆ 会議室

（15人） 
1,540円(4,620) 1,540円(4,620) ３，０８０円(9,240) 43.59㎡ 

注 １ 上記使用料には、消費税相当額が含まれる。 

  ２ 中研修室を区分して利用する場合の使用料は、上記金額の５０％とする。 

 

 

３ 施行時期 

 令和３年４月１日 


